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平成16年３月23日付け三重県公報号外により､ 三重県職員定数条例の一部を改正する条例 (三重県条例第10号)､
公立学校職員定数条例の一部を改正する条例 (三重県条例第29号)､ 公立学校職員の退職手当に関する条例の一
部を改正する条例 (三重県条例第30号)､ 市町村立学校職員退職年金および退職一時金支給条例等の一部を改正
する条例 (三重県条例第31号)､ 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例 (三重県条例第32号)､ 三重県営鈴
鹿スポーツガーデン条例の一部を改正する条例 (三重県条例第33号)､ 及び､ 三重県総合文化センター条例の一
部を改正する条例 (三重県条例第34号)､ 並びに､ 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の一部を
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三重県人事委員会規則
改正する規則 第10号 ､ 公立学校職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規則の一

三重県教育委員会規則 )(
三重県人事委員会規則

部を改正する規則 第11号 ､ 公立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規
三重県教育委員会規則 )(

三重県人事委員会規則 三重県
則 第12号 ､ 公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

三重県教育委員会規則 三重県)( (
人事委員会規則 三重県人

第13号 ､ 公立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則
教育委員会規則 三重県教) (
事委員会規則 三重県人事委員会規

第14号 ､ 公立学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則
育委員会規則 三重県教育委員会規) (
則
第15号 ､ 及び､ 最高号給を超える給料月額を受ける公立学校職員の給料の切替えに関する規則を廃止する規

則 )
三重県人事委員会規則

則 第７号 が､ 次にように公布されました｡
三重県教育委員会規則 )(

お知らせ ○ 三重県職員定数条例の一部を改正する条例 …………………………………… 企 画 チ ー ム １頁
○ 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例 ………………………………… 人材政策チーム ２頁
○ 公立学校職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 ……………… 給 与 チ ー ム ２頁
○ 市町村立学校職員退職年金および退職一時金支給条例等の一部を改正する
条例 ………………………………………………………………………………… 給 与 チ ー ム ４頁

○ 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例 ………………………………… 経 営 チ ー ム ４頁
○ 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条例の一部を改正する条例 ………………… スポーツ振興チーム ５頁
○ 三重県総合文化センター条例の一部を改正する条例 (抜粋) ……………… 社会教育チーム ６頁
○ 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 給 与 チ ー ム 11頁
○ 公立学校職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規則の一部を改正す
る規則 ……………………………………………………………………………… 給 与 チ ー ム 12頁

○ 公立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 ……………… 給 与 チ ー ム 12頁
○ 公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 ………… 給 与 チ ー ム 15頁
○ 公立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 給 与 チ ー ム 16頁
○ 公立学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則 ………… 給 与 チ ー ム 16頁
○ 最高号給を超える給料月額を受ける公立学校職員の給料の切替えに関する
規則を廃止する規則 ……………………………………………………………… 給 与 チ ー ム 17頁



教育公報 号 外
平成16年３月23日発行

2

三 重 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦
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三 重 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 職 員 定 数 条 例 ( 昭 和 二 十 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 号 中 ｢ 四 、 九 六 〇 人 ｣ を ｢ 四 、 九 〇 〇 人 ｣ に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 ｢ 三 六 九 人 ｣ を ｢ 三 六 七 人 ｣ に

改 め 、 同 条 第 五 号 中 ｢ 二 五 人 ｣ を ｢ 二 四 人 ｣ に 改 め 、 同 条 第 十 号 中 ｢ 一 、 〇 八 五 人 ｣ を ｢ 一 、 一 二 六 人 ｣ に 改 め

る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦
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公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 条 例 第 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 ｢ 第 二 十 条 の 五 第 一 項 ｣ を ｢ 第 二 十 六 条 第 一 項 ｣ に 改 め る 。

第 三 条 第 一 号 中 ｢ 三 、 七 一 三 人 ｣ を ｢ 三 、 七 〇 八 人 ｣ に 、 ｢ 二 八 一 人 ｣ を ｢ 二 七 八 人 ｣ に 、 ｢ 一 六 五 人 ｣ を ｢ 一

五 八 人 ｣ に 、 ｢ 四 、 一 五 九 人 ｣ を ｢ 四 、 一 四 四 人 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 ｢ 八 五 二 人 ｣ を ｢ 八 八 八 人 ｣ に 、 ｢ 九 六

三 人 ｣ を ｢ 九 九 九 人 ｣ に 改 め る 。

第 四 条 第 一 号 中 ｢ 六 、 四 〇 一 人 ｣ を ｢ 六 、 四 〇 二 人 ｣ に 、 ｢ 四 二 二 人 ｣ を ｢ 四 一 七 人 ｣ に 、 ｢ 一 三 九 人 ｣ を ｢ 一

三 八 人 ｣ に 、 ｢ 四 一 九 人 ｣ を ｢ 四 一 七 人 ｣ に 、 ｢ 七 、 三 八 一 人 ｣ を ｢ 七 、 三 七 四 人 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 ｢ 三 、

六 六 三 人 ｣ を ｢ 三 、 六 二 六 人 ｣ に 、 ｢ 二 一 人 ｣ を ｢ 二 〇 人 ｣ に 、 ｢ 一 八 〇 人 ｣ を ｢ 一 八 三 人 ｣ に 、 ｢ 四 、 〇 三 六 人 ｣

を ｢ 四 、 〇 〇 一 人 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦
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公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 四 項 中 ｢ 第 二 十 条 の 五 第 一 項 ｣ を ｢ 第 二 十 六 条 第 一 項 ｣ に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 ｢ 前 四 項 ｣ を ｢ 前 各 項 ｣

に 改 め 、 ｢ 地 方 公 共 団 体 等 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 定 ｣ の 下 に ｢ 又 は 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 法

( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ) 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。) の 退 職 手 当 の

支 給 の 基 準 ( 同 法 第 四 十 八 条 第 二 項 又 は 第 五 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 基 準 を い う 。 以 下 同 じ 。)｣ を 加 え 、 同 項 第

二 号 中 ｢ 他 の 地 方 公 共 団 体 ｣ の 下 に ｢ 又 は 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 以 下 ｢ 地 方 公 共 団 体 等 ｣ と い う 。)｣ を 、 ｢ 関

す る 規 定 ｣ の 下 に ｢ 又 は 退 職 手 当 の 支 給 の 基 準 ｣ を 加 え 、 ｢ 当 該 地 方 公 共 団 体 ｣ を ｢ 当 該 地 方 公 共 団 体 等 ｣ に 改

め 、 ｢ 以 外 の 地 方 公 共 団 体 ｣ の 下 に ｢ 若 し く は 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 ｣ を 加 え 、 ｢ 又 は 地 方 住 宅 供 給 公 社 法 ｣ を

｢ 又 は 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 五 十 五 条 に 規 定 す る 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。 以 下 同

じ 。) 、 地 方 住 宅 供 給 公 社 法 ｣ に 改 め 、 ｢ 以 下 同 じ 。)｣ の 下 に ｢( 以 下 ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 ｣ と い う 。)｣ を 加

え 、 ｢ 地 方 公 社 等 職 員 ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ に 、 ｢ 地 方 公 社 若 し く は 公 庫 等 の ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立

行 政 法 人 等 の ｣ に 改 め 、 ｢ ( 以 下 ｢ 通 算 制 度 を 有 す る 地 方 公 共 団 体 ｣ と い う 。)｣ を 削 り 、 ｢ 地 方 公 社 で ｣ を ｢ 一 般

地 方 独 立 行 政 法 人 又 は 地 方 公 社 で ｣ に 、 ｢ 地 方 公 社 に ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 又 は 地 方 公 社 に ｣ に 改 め 、 ｢
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( 以 下 ｢ 通 算 制 度 を 有 す る 地 方 公 社 ｣ と い う 。)｣ を 削 り 、 ｢ ｢ 特 定 地 方 公 社 職 員 ｣ を ｢ そ れ ぞ れ ｢ 特 定 一 般 地 方 独

立 行 政 法 人 職 員 ｣ 又 は ｢ 特 定 地 方 公 社 職 員 ｣ に 、 ｢ 引 き 続 き 特 定 地 方 公 社 職 員 ｣ を ｢ 引 き 続 き 特 定 一 般 地 方 独 立

行 政 法 人 職 員 又 は 特 定 地 方 公 社 職 員 ｣ に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 ｢ 地 方 公 社 等 職 員 ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職

員 ｣ に 、 ｢ 地 方 公 社 若 し く は 公 庫 等 ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 ｣ に 改 め 、 ｢ ( 以 下 ｢ 通 算 制 度 を 有 す る 公 庫 等 ｣

と い う 。)｣ を 削 り 、 同 項 第 四 号 中 ｢ 特 定 地 方 公 社 職 員 ｣ を ｢ 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員 、 特 定 地 方 公 社 職 員 ｣

に 、 ｢ 特 定 地 方 公 社 等 職 員 ｣ を ｢ 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ に 、 ｢ 地 方 公 社 又 は 公 庫 等 ｣ を ｢ 一 般 地 方 独

立 行 政 法 人 等 ｣ に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 ｢ 特 定 地 方 公 社 等 職 員 ｣ を ｢ 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ に 改 め 、

同 条 第 九 項 中 ｢ 前 八 項 ｣ を ｢ 前 各 項 ｣ に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 項 と し 、 同 条 第 八 項 を 同 条 第 九 項 と し 、 同 条 第 七

項 を 同 条 第 八 項 と し 、 同 条 第 六 項 中 ｢ 前 五 項 ｣ を ｢ 前 各 項 ｣ に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 五 項 の 次 に

次 の 一 項 を 加 え る 。

６ 移 行 型 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 五 十 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 移 行 型 一 般 地 方 独 立 行 政 法

人 を い う 。 以 下 同 じ 。) の 成 立 の 日 の 前 日 に 特 定 地 方 公 務 員 又 は 職 員 と し て 在 職 し 、 同 項 の 規 定 に よ り 引 き 続

い て 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員 と な つ た 者 に 対 す る 前 項 第 二 号 又 は 第 六 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条

第 二 項 の 規 定 に よ り 地 方 公 務 員 と し て の 身 分 を 失 つ た こ と を 任 命 権 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 の 要 請 に 応 じ 特

定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員 と な る た め 退 職 し た こ と と み な す 。

第 七 条 の 二 の 見 出 し 中 ｢ 特 定 地 方 公 社 等 ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 ｣ に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 ｢ ま た は ｣ を

｢ 又 は ｣ に 、 ｢ 特 定 地 方 公 社 等 職 員 ｣ を ｢ 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 ｢ 特 定 地 方 公

社 等 職 員 ｣ を ｢ 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ に 、 ｢ 地 方 公 社 ま た は 公 庫 等 ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 ｣

に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 ｢ 特 定 地 方 公 社 等 職 員 ｣ を ｢ 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ に 改 め 、 ｢ 第 五 項 ｣ の 下

に ｢ 及 び 第 六 項 ｣ を 加 え 、 同 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で の 規 定 中 ｢ ま た は ｣ を ｢ 又 は ｣ に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 ｢ 地

方 公 社 ま た は 公 庫 等 ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 ｣ に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 ｢ 特 定 地 方 公 社 等 職 員 ｣ を ｢ 特 定 一

般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ に 、 ｢ ま た は ｣ を ｢ 又 は ｣ に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 ｢ ま た は ｣ を ｢ 又 は ｣ に 改 め 、 同

項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 四 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

５ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 五 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 職 員 が 移 行 型 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 と な る 場 合 に

お い て は 、 そ の 者 に 対 し て は 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 は 、 支 給 し な い 。

６ 移 行 型 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 成 立 の 日 の 前 日 に 職 員 又 は 特 定 地 方 公 務 員 と し て 在 職 し 、 地 方 独 立 行 政 法 人

法 第 五 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 引 き 続 い て 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員 と な つ た 者 に 対 す る 第 一 項 若 し く

は 第 三 項 第 一 号 又 は 同 項 第 三 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 地 方 公 務 員 と し て の 身 分 を

失 つ た こ と を 任 命 権 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 の 要 請 に 応 じ 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員 と な る た め 退 職 し

た こ と と み な す 。

第 十 三 条 第 一 項 中 ｢ 規 定 ｣ の 下 に ｢ 又 は 退 職 手 当 の 支 給 の 基 準 ｣ を 加 え る 。

附 則 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

22 平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日 に 国 立 大 学 法 人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ) 附 則 別 表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る 機 関
( 以 下 ｢ 旧 機 関 ｣ と い う 。) の 職 員 と し て 在 職 す る 者 が 、 同 法 附 則 第 四 条 の 規 定 に よ り 引 き 続 い て 国 立 大 学 法

人 等 ( 同 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 及 び 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 を い う 。 以

下 同 じ 。) の 職 員 と な り 、 か つ 、 引 き 続 き 国 立 大 学 法 人 等 の 職 員 と し て 在 職 し た 後 引 き 続 い て 職 員 と な つ た 場

合 に お け る そ の 者 の 退 職 手 当 の 算 定 の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て は 、 そ の 者 の 国 立 大 学 法 人 等 の 職 員

と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 を 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な す 。 た だ し 、 そ の 者 が 国 立 大 学 法 人 等

を 退 職 し た こ と に よ り 退 職 手 当 ( こ れ に 相 当 す る 給 付 を 含 む 。) の 支 給 を 受 け て い る と き は 、 こ の 限 り で な

い 。

23 旧 機 関 ( 国 立 学 校 設 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 二 十 三 号 ) に よ る 改 正 前 の 国 立 学 校 設 置

法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 五 十 号 ) 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 図 書 館 情 報 大 学 、 山 梨 大 学 及 び 山 梨 医 科 大 学 、 国

立 学 校 設 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 二 十 九 号 ) に よ る 改 正 前 の 国 立 学 校 設 置 法 第 三 条 第 一

項 に 規 定 す る 東 京 商 船 大 学 、 東 京 水 産 大 学 、 福 井 大 学 、 福 井 医 科 大 学 、 神 戸 商 船 大 学 、 島 根 大 学 、 島 根 医 科 大

学 、 香 川 大 学 、 香 川 医 科 大 学 、 高 知 大 学 、 高 知 医 科 大 学 、 九 州 芸 術 工 科 大 学 、 佐 賀 大 学 、 佐 賀 医 科 大 学 、 大 分

大 学 、 大 分 医 科 大 学 、 宮 崎 大 学 及 び 宮 崎 医 科 大 学 並 び に 同 法 第 三 条 の 五 第 二 項 に 規 定 す る 北 海 道 大 学 医 療 技 術

短 期 大 学 部 、 東 北 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部 、 京 都 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部 及 び 熊 本 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部 を

含 む 。) の 職 員 が 、 引 き 続 い て 職 員 と な り 、 か つ 、 引 き 続 い て 職 員 と し て 在 職 し た 後 引 き 続 い て 国 立 大 学 法 人

等 の 職 員 と な つ た 場 合 に お い て 、 そ の 者 の 職 員 と し て の 勤 続 期 間 が 、 当 該 国 立 大 学 法 人 等 の 退 職 手 当 の 支 給 の

基 準 ( 国 立 大 学 法 人 法 第 三 十 五 条 に お い て 準 用 す る 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ) 第 六 十 三

条 第 二 項 に 規 定 す る 基 準 を い う 。) に よ り 、 当 該 国 立 大 学 法 人 等 の 職 員 と し て の 勤 続 期 間 に 通 算 さ れ る こ と に

定 め ら れ て い る と き は 、 規 則 で 定 め る 場 合 を 除 き 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 は 、 支 給 し な い 。
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附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

２ 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 六 条 第 四 項 及 び 第 十 六 条 の 二 第 三 項 中 ｢ 地 方 公 社 等 職 員 ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ に 改 め

る 。
市 町 村 立 学 校 職 員 退 職 年 金 お よ び 退 職 一 時 金 支 給 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

���������	

市 町 村 立 学 校 職 員 退 職 年 金 お よ び 退 職 一 時 金 支 給 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

( 市 町 村 立 学 校 職 員 退 職 年 金 お よ び 退 職 一 時 金 支 給 条 例 の 一 部 改 正 )

第 一 条 市 町 村 立 学 校 職 員 退 職 年 金 お よ び 退 職 一 時 金 支 給 条 例 ( 昭 和 二 十 八 年 三 重 県 条 例 第 五 号 ) の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 ｢ 第 三 十 二 条 ｣ を ｢ 第 三 十 八 条 ｣ に 改 め る 。

( 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 二 条 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 ｢ 国 立 及 び 公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 ｣ を ｢ 公 立 の 義 務 教 育

諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 ｣ に 、 ｢ 第 八 条 ｣ を ｢ 第 三 条 ｣ に 、 ｢ 第 六 条 ｣ を ｢ 第 五 条 ｣ に 、

｢ 農 業 、 水 産 、 工 業 又 は 商 船 に 係 る 産 業 教 育 に 従 事 す る 国 立 及 び 公 立 の 高 等 学 校 の 教 員 及 び 実 習 助 手 に 対 す る

産 業 教 育 手 当 の 支 給 に 関 す る 法 律 ｣ を ｢ 農 業 、 水 産 、 工 業 又 は 商 船 に 係 る 産 業 教 育 に 従 事 す る 公 立 の 高 等 学 校

の 教 員 及 び 実 習 助 手 に 対 す る 産 業 教 育 手 当 の 支 給 に 関 す る 法 律 ｣ に 、 ｢ 第 四 条 ｣ を ｢ 第 三 条 ｣ に 改 め る 。

第 十 一 条 第 一 項 中 ｢ 前 条 第 一 項 ｣ を ｢ 第 十 条 第 一 項 ｣ に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 ｢) 第 二 十 条 の 五 第 一 項 ｣ を

｢ 。 以 下 ｢ 特 例 法 ｣ と い う 。) 第 二 十 六 条 第 一 項 ｣ に 改 め る 。

第 十 七 条 第 二 項 第 二 号 中 ｢ 教 育 公 務 員 特 例 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 。 以 下 ｢ 特 例 法 ｣ と い う 。) 第 二 十

一 条 第 一 項 ｣ を ｢ 特 例 法 第 十 七 条 第 一 項 ｣ に 改 め る 。

第 三 十 条 第 二 項 中 ｢ 国 立 及 び 公 立 の 学 校 の 事 務 職 員 の 休 職 の 特 例 に 関 す る 法 律 ｣ を ｢ 公 立 の 学 校 の 事 務 職 員

の 休 職 の 特 例 に 関 す る 法 律 ｣ に 、 ｢ 特 例 法 第 十 四 条 ｣ を ｢ 同 条 ｣ に 改 め る 。

( 県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 三 条 県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ) の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 ｢ 地 方 公 営 企 業 労 働 関 係 法 ｣ を ｢ 地 方 公 営 企 業 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 ｣ に 改 め る 。

( 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 四 条 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
第 一 条 中 ｢ 国 立 及 び 公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 ｣ を ｢ 公 立 の 義 務 教 育

諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 ｣ に 、 ｢ 第 十 一 条 ｣ を ｢ 第 六 条 ｣ に 改 め る 。

第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 中 ｢ 地 方 公 営 企 業 労 働 関 係 法 ｣ を ｢ 地 方 公 営 企 業 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 ｣ に 、

｢ 第 三 条 第 二 項 ｣ を ｢ 第 三 条 第 四 号 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

��������
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三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 授 業 料 の 欄 中 ｢ 一 一 一 、 六 〇 〇 円 ｣ を ｢ 一 一 五 、 二 〇 〇 円 ｣ に 、 ｢ 三 、 七 二 〇 円 ｣ を ｢ 三 、 九 七 〇 円 ｣
に 、 ｢ 一 、 二 六 〇 円 ｣ を ｢ 一 、 六 四 〇 円 ｣ に 、 ｢ 二 五 、 二 〇 〇 円 ｣ を ｢ 三 一 、 二 〇 〇 円 ｣ に 、 ｢ 二 九 〇 円 ｣ を ｢ 三

一 〇 円 ｣ に 改 め 、 同 表 入 学 料 の 欄 中 ｢ 一 、 八 五 〇 円 ｣ を ｢ 二 、 一 〇 〇 円 ｣ に 改 め る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 経 過 措 置 )

２ 平 成 十 六 年 度 に お い て は 改 正 後 の 別 表 第 二 中 ｢ 一 一 五 、 二 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 一 一 二 、 八 〇 〇 円 ｣ と し 、

｢ 三 、 九 七 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 三 、 八 八 〇 円 ｣ と し 、 ｢ 一 、 六 四 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 一 、 四 五 〇 円 ｣ と し 、 ｢ 三

一 、 二 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 二 七 、 六 〇 〇 円 ｣ と し 、 ｢ 二 、 一 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 一 、 九 五 〇 円 ｣ と し 、 平

成 十 七 年 度 に お い て は 同 表 中 ｢ 一 一 五 、 二 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 一 一 四 、 〇 〇 〇 円 ｣ と し 、 ｢ 三 、 九 七 〇 円 ｣

と あ る の は ｢ 三 、 九 三 〇 円 ｣ と し 、 ｢ 一 、 六 四 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 一 、 五 七 〇 円 ｣ と し 、 ｢ 三 一 、 二 〇 〇 円 ｣ と

あ る の は ｢ 三 〇 、 〇 〇 〇 円 ｣ と し 、 ｢ 二 、 一 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 二 、 〇 五 〇 円 ｣ と す る 。

三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ ー デ ン 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

����������

三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ ー デ ン 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ ー デ ン 条 例 ( 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 三 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 一 の� の 表 中

｢

を

｣
｢

に

｣

改 め 、 同 表 備 考 一 中 ｢ 撤 去 す る た め に メ イ ン サ ッ カ ー ・ ラ グ ビ ー 場 ｣ の 下 に ｢ 又 は 第 一 グ ラ ン ド か ら 第 四 グ ラ ン

ド ま で ｣ を 、 ｢ 金 額 は 、｣ の 下 に ｢ そ れ ぞ れ ｣ を 、 ｢ 欄 ｣ の 下 に ｢ 又 は 第 一 グ ラ ン ド か ら 第 四 グ ラ ン ド ま で の 欄 ｣

を 加 え る 。

別 表 の 一 の� の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

� 設 備
イ メ イ ン サ ッ カ ー ・ ラ グ ビ ー 場

六 、 〇 〇 〇 九 、 六 〇 〇

一 四 、 四 〇 〇

一 四 、 四 〇 〇

一 〇 、 八 〇 〇 一 五 、 六 〇 〇

六 、 〇 〇 〇

七 、 二 〇 〇

七 、 二 〇 〇

九 、 六 〇 〇

一 四 、 四 〇 〇

一 四 、 四 〇 〇

一 〇 、 八 〇 〇

一 四 、 四 〇 〇

一 四 、 四 〇 〇

一 五 、 六 〇 〇

二 一 、 六 〇 〇

二 一 、 六 〇 〇

照 明 灯

電 光 掲 示 板

区 分

全 部 点 灯

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合

二 三 五 、 〇 〇 〇

一 四 、 〇 〇 〇

一 、 二 〇 〇

三 六 〇

金 額 ( 円 )
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放 送 設 備

照 明 灯

三 分 の 一 点 灯

二 分 の 一 点 灯

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合

一 、 一 〇 〇

七 八 、 〇 〇 〇

四 、 七 〇 〇

一 一 七 、 〇 〇 〇

七 、 〇 〇 〇

ロ 第 三 グ ラ ン ド 及 び 第 四 グ ラ ン ド

照 明 灯
区 分

三 分 の 一 点 灯

二 分 の 一 点 灯

全 部 点 灯

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合

六 七 、 〇 〇 〇

四 、 〇 〇 〇

八 九 、 〇 〇 〇

五 、 三 〇 〇

一 三 四 、 〇 〇 〇

八 、 〇 〇 〇

金 額 ( 円 )

備 考 金 額 は 、 一 時 間 ( 一 時 間 に 満 た な い 時 間 は 、 一 時 間 と す る 。) 当 た り の 額 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 教 育 委 員 会 関 係 分 抜 粋 )

三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

���������	

三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 条 例 ( 平 成 六 年 三 重 県 条 例 第 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 第 一 項 中 ｢ 芸 術 文 化 及 び 生 涯 学 習 の 振 興 並 び に 男 女 共 同 参 画 ｣ を ｢ 文 化 芸 術 活 動 及 び 生 涯 学 習 活 動 並 び

に 男 女 共 同 参 画 活 動 ｣ に 、 ｢ を 図 る ｣ を ｢ に 寄 与 す る ｣ に 改 め 、 ｢ ( 以 下 ｢ セ ン タ ー ｣ と い う 。)｣ を 削 り 、 同 条 第

二 項 中 ｢ セ ン タ ー ｣ を ｢ 三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー ｣ に 改 め る 。

第 二 条 中 ｢ セ ン タ ー ｣ を ｢ 三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー ｣ に 改 め る 。

第 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 )

第 三 条 三 重 県 立 図 書 館 を 除 く 三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー ( 以 下 ｢ セ ン タ ー ｣ と い う 。) の 管 理 は 、 法 人 そ の 他 の

団 体 で あ っ て 、 知 事 及 び 教 育 委 員 会 ( 以 下 ｢ 知 事 等 ｣ と い う 。) が 指 定 す る も の ( 以 下 ｢ 指 定 管 理 者 ｣ と い う 。)

に こ れ を 行 わ せ る 。
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２ 議 会 の 議 員 、 知 事 、 副 知 事 、 出 納 長 並 び に 地 方 自 治 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ) 第 百 八 十 条 の 五 第 一

項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 委 員 会 の 委 員 又 は 委 員 は 、 主 と し て セ ン タ ー の 管 理 を 行 う 指 定 管 理 者 の 無 限 責 任 社 員 、

取 締 役 若 し く は 監 査 役 若 し く は こ れ ら に 準 ず べ き 者 、 支 配 人 及 び 清 算 人 ( 以 下 こ の 条 に お い て ｢ 役 員 等 ｣ と い

う 。) た る こ と が で き な い 。 た だ し 、 議 会 の 議 員 以 外 の 者 が 、 県 が 資 本 金 、 基 本 金 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る も の

の 二 分 の 一 以 上 を 出 資 し て い る 指 定 管 理 者 の 役 員 等 に な る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

第 十 二 条 を 削 り 、 第 十 一 条 を 第 二 十 五 条 と し 、 第 十 条 を 第 二 十 四 条 と し 、 第 九 条 を 削 り 、 第 八 条 を 第 二 十 三 条

と し 、 第 六 条 及 び 第 七 条 を 削 る 。

第 五 条 の 見 出 し 中 ｢ 使 用 者 等 ｣ を ｢ 利 用 者 等 ｣ に 改 め 、 同 条 中 ｢ 知 事 等 ｣ を ｢ 指 定 管 理 者 ｣ に 、 ｢ 使 用 者 そ の 他

の 関 係 者 ｣ を ｢ 利 用 者 そ の 他 の 関 係 者 ( 第 二 十 一 条 に お い て ｢ 利 用 者 等 ｣ と い う 。)｣ に 改 め 、 同 条 を 第 十 五 条 と

し 、 同 条 の 次 に 次 の 七 条 を 加 え る 。

( 利 用 の 制 限 等 )

第 十 六 条 指 定 管 理 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 許 可 し た 事 項 を 変 更 し 、 又 は 許 可 を 取 り 消 し 、

若 し く は 利 用 の 中 止 を 命 ず る こ と が で き る 。

一 利 用 者 が 許 可 を 受 け た 利 用 の 目 的 に 違 反 し た と き 。

二 利 用 者 が こ の 条 例 又 は 指 定 管 理 者 の 指 示 し た 事 項 に 違 反 し た と き 。

三 利 用 者 が 偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 に よ り 許 可 を 受 け た と き 。

四 天 災 地 変 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ り 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き 。

五 公 益 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き 。

六 前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 セ ン タ ー の 管 理 上 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き 。

２ 利 用 者 は 、 そ の 利 用 が 終 了 し た と き 、 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 許 可 を 取 り 消 さ れ 、 若 し く は 利 用 の 中 止 を 命 ぜ

ら れ た と き は 、 そ の 利 用 し た セ ン タ ー の 施 設 等 を 速 や か に 原 状 に 回 復 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 管 理

者 の 承 認 を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 利 用 料 金 の 収 入 )

第 十 七 条 指 定 管 理 者 は 、 セ ン タ ー の 施 設 等 の 利 用 に 係 る 料 金 ( 以 下 ｢ 利 用 料 金 ｣ と い う 。) を 自 己 の 収 入 と し

て 収 受 す る も の と す る 。

２ 利 用 料 金 は 、 指 定 管 理 者 が 別 表 第 三 に 規 定 す る 金 額 の 範 囲 内 で 定 め る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 指 定

管 理 者 は 、 あ ら か じ め 利 用 料 金 に つ い て 知 事 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

( 利 用 料 金 の 納 入 )

第 十 八 条 利 用 者 は 、 利 用 料 金 を 指 定 管 理 者 に 前 納 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 が 全 部 又 は 一 部 の

後 納 を 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

( 利 用 料 金 の 減 免 )

第 十 九 条 指 定 管 理 者 は 、 公 益 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 利 用 料 金 を 減 額 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き

る 。

( 利 用 料 金 の 返 還 )

第 二 十 条 既 に 納 入 さ れ た 利 用 料 金 は 、 返 還 し な い 。 た だ し 、 利 用 者 の 責 め に 帰 さ な い 事 由 に よ り セ ン タ ー の 施

設 等 を 利 用 で き な い と き 、 又 は 指 定 管 理 者 が 指 定 す る 日 ま で に 利 用 の 申 込 を 取 り 消 し た と き は 、 指 定 管 理 者 は 、

利 用 料 金 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 義 務 )

第 二 十 一 条 指 定 管 理 者 又 は 利 用 者 等 は 、 故 意 又 は 過 失 に よ り セ ン タ ー の 施 設 等 を 損 壊 し 、 又 は 滅 失 し た と き は 、

そ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を 県 に 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。

( 指 定 管 理 者 が 行 う 個 人 情 報 の 取 扱 い )

第 二 十 二 条 指 定 管 理 者 は 、 個 人 情 報 の 漏 え い 、 滅 失 及 び き 損 の 防 止 そ の 他 の 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 の た め に 必

要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

２ セ ン タ ー の 管 理 の 業 務 に 従 事 し て い る 者 又 は 従 事 し て い た 者 は 、 当 該 業 務 に 関 し て 知 る こ と が で き た 個 人 情

報 を み だ り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不 当 な 目 的 に 使 用 し て は な ら な い 。

第 四 条 の 見 出 し 中 ｢ 使 用 権 ｣ を ｢ 利 用 権 ｣ に 改 め 、 同 条 中 ｢ 使 用 者 ｣ を ｢ 利 用 者 ｣ に 、 ｢ 使 用 す る 権 利 を ｣ を

｢ セ ン タ ー の 施 設 等 を 利 用 す る 権 利 を 他 人 に ｣ に 改 め 、 同 条 を 第 十 四 条 と す る 。

第 三 条 の 次 に 次 の 十 条 を 加 え る 。

( 指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 の 範 囲 )

第 四 条 指 定 管 理 者 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も の と す る 。

一 別 表 第 一 に 規 定 す る 事 業 の う ち 三 重 県 立 図 書 館 に 係 る も の を 除 く 事 業 の 実 施 に 関 す る 業 務

二 セ ン タ ー の 施 設 及 び 設 備 並 び に 備 品 ( 以 下 ｢ セ ン タ ー の 施 設 等 ｣ と い う 。) の 利 用 の 許 可 等 に 関 す る 業 務
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三 第 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 利 用 料 金 の 収 受 等 に 関 す る 業 務

四 セ ン タ ー の 施 設 等 の 維 持 管 理 及 び 修 繕 に 関 す る 業 務

五 前 各 号 に 掲 げ る 業 務 の ほ か 、 指 定 管 理 者 が セ ン タ ー の 管 理 上 必 要 と 認 め る 業 務 の う ち 知 事 又 は 教 育 委 員 会

の み の 権 限 に 属 す る も の を 除 く 業 務

( 指 定 管 理 者 の 管 理 の 期 間 )

第 五 条 指 定 管 理 者 が セ ン タ ー の 管 理 を 行 う 期 間 は 、 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 ( 以 下 ｢ 指 定 ｣ と い う 。)

を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 三 年 の 間 と す る 。 た だ し 、 年 度 の 途 中 で 新 た に 指 定 管 理 者 の 指 定 が 必 要 と な っ た 場 合

は 、 知 事 等 が 別 に 定 め る 。
( 指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請 )

第 六 条 指 定 を 受 け よ う と す る も の は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 知 事 等 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 等 に

申 請 し な け れ ば な ら な い 。

一 セ ン タ ー の 事 業 計 画 書

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 等 が 特 に 必 要 な も の と し て 別 に 定 め る 書 類

( 指 定 管 理 者 の 指 定 )

第 七 条 知 事 等 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に よ り そ の 申 請 を 審 査 し な け れ ば な

ら な い 。

一 事 業 計 画 の 内 容 が 、 県 民 の 平 等 な 利 用 を 確 保 す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。

二 事 業 計 画 の 内 容 が 、 セ ン タ ー の 施 設 等 の 適 切 な 維 持 管 理 を 図 る こ と が で き る も の で あ る こ と 。

三 事 業 計 画 の 内 容 が 、 セ ン タ ー の 効 用 を 最 大 限 発 揮 で き る も の で あ り 、 県 民 サ ー ビ ス の 向 上 を 図 る こ と が で

き る も の で あ る こ と 。

四 事 業 計 画 の 内 容 が 、 セ ン タ ー の 施 設 等 の 管 理 に 係 る 経 費 の 縮 減 を 図 る も の で あ る こ と 。

五 指 定 を 受 け よ う と す る も の が 、 事 業 計 画 に 沿 っ た 管 理 を 安 定 し て 行 う た め に 必 要 な 人 員 及 び 財 政 的 基 礎 を

有 し て い る こ と 。

２ 知 事 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 審 査 し た 結 果 、 セ ン タ ー を 最 も 効 果 的 に 管 理 す る こ と が で き る と 認 め た も の を 、

議 会 の 議 決 を 経 て 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す る 。

( 事 業 報 告 書 の 作 成 及 び 提 出 )

第 八 条 指 定 管 理 者 は 、 毎 年 度 終 了 後 二 月 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 事 業 報 告 書 を 作 成 し 、 知 事 等 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 年 度 の 途 中 に お い て 指 定 を 取 り 消 さ れ た と き は 、 そ の 取 り 消 さ れ た 日 か ら 起

算 し て 二 月 以 内 に 当 該 年 度 の 当 該 日 ま で の 間 の 事 業 報 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 セ ン タ ー の 管 理 の 業 務 の 実 施 状 況 及 び 利 用 状 況

二 第 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 利 用 料 金 の 収 入 の 実 績

三 セ ン タ ー の 管 理 の 業 務 に 係 る 経 費 の 収 支 状 況

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 セ ン タ ー の 管 理 の 業 務 の 実 態 を 把 握 す る た め に 必 要 な 事 項

( 業 務 状 況 の 聴 取 等 )

第 九 条 知 事 又 は 教 育 委 員 会 は 、 セ ン タ ー の 管 理 の 適 正 を 期 す る た め 、 指 定 管 理 者 に 対 し て 、 そ の 管 理 の 業 務 又

は 経 理 の 状 況 に 関 し 毎 年 度 一 回 又 は 必 要 に 応 じ て 臨 時 に 報 告 を 求 め 、 実 地 に つ い て 調 査 し 、 又 は 必 要 な 指 示 を

す る こ と が で き る 。

( 原 状 回 復 義 務 )

第 十 条 指 定 管 理 者 は 、 指 定 の 期 間 が 満 了 し た と き 、 又 は 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 若 し く は 期 間 を 定 め て 管 理 の 業 務

の 全 部 若 し く は 一 部 の 停 止 を 命 ぜ ら れ た と き は 、 そ の 管 理 を 行 わ な く な っ た セ ン タ ー の 施 設 等 を 速 や か に 原 状

に 回 復 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 知 事 又 は 教 育 委 員 会 の 承 認 を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 開 館 時 間 等 )

第 十 一 条 セ ン タ ー の 開 館 時 間 は 、 午 前 九 時 か ら 午 後 七 時 ま で と す る 。

２ セ ン タ ー の 施 設 等 の 利 用 時 間 は 、 別 表 第 二 の と お り と す る 。

３ 指 定 管 理 者 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 知 事 又 は 教 育 委 員 会 の 承 認 を 受 け て 、 開 館 時 間 及 び 利 用 時

間 を 変 更 す る こ と が で き る 。

( 休 館 日 )

第 十 二 条 セ ン タ ー の 休 館 日 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

知 事 又 は 教 育 委 員 会 の 承 認 を 受 け て 、 こ れ を 変 更 し 、 又 は 別 に 休 館 日 を 定 め る こ と が で き る 。

一 月 曜 日 ( こ の 日 が 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ) に 規 定 す る 休 日 ( 以 下 ｢ 休

日 ｣ と い う 。) に 当 た る と き は 、 そ の 翌 日 以 後 の 最 初 の 休 日 で な い 日 )

二 十 二 月 二 十 九 日 か ら 翌 年 の 一 月 三 日 ま で の 日
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( 利 用 の 許 可 )

第 十 三 条 セ ン タ ー の 施 設 等 を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 指 定 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

許 可 を 受 け た 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き も 同 様 と す る 。

２ 指 定 管 理 者 は 、 そ の 利 用 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 前 項 の 許 可 を 与 え な い こ と が で き る 。

一 公 の 秩 序 又 は 善 良 な 風 俗 を 乱 す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

二 セ ン タ ー の 施 設 等 を 損 傷 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

三 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 二 条 第 二 号 に 掲 げ る 暴 力

団 の 利 益 に な る と 認 め ら れ る と き 。

四 前 三 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 セ ン タ ー の 管 理 上 支 障 が あ る と 認 め ら れ る と き 。

３ 指 定 管 理 者 は 、 セ ン タ ー の 施 設 等 の 管 理 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 第 一 項 の 許 可 に 条 件 を 付 け る こ と が

で き る 。

別 表 第 一 三 重 県 文 化 会 館 の 項 事 業 の 欄 中 ｢ 芸 術 文 化 ｣ を ｢ 文 化 芸 術 ｣ に 改 め 、 同 表 三 重 県 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー

の 項 事 業 の 欄 中 ｢ 男 女 共 生 社 会 ｣ を ｢ 男 女 共 同 参 画 ｣ に 改 め る 。

別 表 第 一 に 次 の よ う に 加 え る 。

セ ン タ ー

共 通 部 分

飲 食 サ ー ビ ス 、 物 品 販 売 サ ー ビ ス そ の 他 の サ ー ビ ス に 必 要 な 場 所 を 利 用 に 供 す る こ と 。

セ ン タ ー

三 重 県 男 女 共 同 参 画

タ ー
三 重 県 生 涯 学 習 セ ン

三 重 県 文 化 会 館

施 設

そ の 他 の 場 所

フ ィ ッ ト ネ ス ル ー ム

ナ ー 室 生 活 工 房 和 室 茶 室

多 目 的 ホ ー ル 特 別 会 議 室 セ ミ

そ の 他 の 場 所

視 聴 覚 室 研 修 室

そ の 他 の 場 所

会 議 室

ギ ャ ラ リ ー レ セ プ シ ョ ン ル ー ム

ホ ー ル リ ハ ー サ ル 室 楽 屋

区 分

午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 ま で

午 前 九 時 か ら 午 後 九 時 ま で

午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 ま で

午 前 九 時 か ら 午 後 九 時 ま で

午 前 九 時 か ら 午 後 七 時 ま で

午 前 九 時 か ら 午 後 九 時 ま で

午 前 九 時 か ら 午 後 十 時 ま で

利 用 時 間

別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 二 ( 第 十 一 条 関 係 )

別 表 第 二 の 次 に を 次 の 一 表 を 加 え る 。

別 表 第 三 ( 第 十 七 条 関 係 )

一 三 重 県 文 化 会 館 の ホ ー ル 、 リ ハ ー サ ル 室 及 び 楽 屋

( 略 )

二 三 重 県 文 化 会 館 の ギ ャ ラ リ ー 、 レ セ プ シ ョ ン ル ー ム 及 び 会 議 室

( 略 )

三 三 重 県 生 涯 学 習 セ ン タ ー
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二 階 小 研

修 室
四 階 小 研

修 室
中 研 修 室

大 研 修 室

視 聴 覚 室
区 分

そ の 他 の 場 合

営 利 又 は 宣 伝 を 目 的 と す

る 催 物 の 場 合

そ の 他 の 場 合

営 利 又 は 宣 伝 を 目 的 と す

る 催 物 の 場 合

そ の 他 の 場 合

営 利 又 は 宣 伝 を 目 的 と す

る 催 物 の 場 合

そ の 他 の 場 合

営 利 又 は 宣 伝 を 目 的 と す

る 催 物 の 場 合

そ の 他 の 場 合

営 利 又 は 宣 伝 を 目 的 と す

る 催 物 の 場 合

二 、 一 九 〇

四 、 三 九 〇

二 、 一 九 〇

四 、 三 九 〇

三 、 四 二 〇

六 、 八 四 〇

六 、 六 〇 〇

一 三 、 二 〇 〇

八 、 〇 六 〇

一 六 、 一 四 〇

午 前 九 時 か ら 正 午 ま

で

金 額 ( 円 )

二 、 六 八 〇

五 、 三 七 〇

二 、 六 八 〇

五 、 三 七 〇

三 、 九 一 〇

七 、 八 二 〇

七 、 七 〇 〇

一 五 、 四 〇 〇

九 、 四 〇 〇

一 八 、 八 二 〇

午 後 一 時 か ら 午 後 五

時 ま で

二 、 六 八 〇

五 、 三 七 〇

二 、 六 八 〇

五 、 三 七 〇

三 、 九 一 〇

七 、 八 二 〇

七 、 七 〇 〇

一 五 、 四 〇 〇

九 、 四 〇 〇

一 八 、 八 二 〇

午 後 六 時 か ら 午 後 九

時 ま で

備 考
一 午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 ま で 、 午 前 九 時 か ら 午 後 九 時 ま で 又 は 午 後 一 時 か ら 午 後 九 時 ま で の 時 間 の 金 額 は 、

そ れ ぞ れ 単 位 と な っ て い る 利 用 時 間 の 金 額 を 合 算 し た 額 と す る 。

二 単 位 と な っ て い る 利 用 時 間 を 超 え て 利 用 す る 場 合 の 金 額 は 、 超 過 時 間 三 十 分 ( 三 十 分 未 満 の と き は 、 三 十

分 と す る 。) 当 た り 直 前 ( 直 前 が な い 場 合 に あ っ て は 直 後 ) の 単 位 と な っ て い る 利 用 時 間 の 三 十 分 当 た り の

額 ( そ の 額 に 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ) と す る 。

四 三 重 県 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー

( 略 )

五 飲 食 サ ー ビ ス 、 物 品 販 売 サ ー ビ ス そ の 他 の サ ー ビ ス に 必 要 な 場 所

レ ス ト ラ ン ( 事 務 室 及 び ロ ッ カ ー を 含 む 。)

売 店
そ の 他 の 場 所 ( 一 平 方 メ ー ト ル 当 た り )

区 分

三 、 六 五 三 、 二 四 〇

三 〇 四 、 七 七 〇

三 八 、 五 〇 〇

一 年 間 の 金 額 ( 円 )

備 考
一 そ の 他 の 場 所 に つ い て は 、 利 用 す る 面 積 が 一 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 場 合 は 、 一 平 方 メ ー ト ル と す る 。

二 金 額 に 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。

六 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 指 定 管 理 者 が 利 用 を 認 め る 場 所 一 平 方 メ ー ト ル ( 一 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 場 合

は 、 一 平 方 メ ー ト ル と す る 。) 当 た り 一 年 間 に つ き 三 八 、 五 〇 〇 円 ( そ の 額 に 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、

そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。)

七 セ ン タ ー の 附 属 設 備 及 び 備 品 一 点 又 は 一 式 に つ き 四 五 、 〇 〇 〇 円
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附 則

( 施 行 期 日 )
１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 ま で の 間 に お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

( 経 過 措 置 )

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 、 現 に 三 重 県 立 図 書 館 を 除 く 三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー ( 以 下 ｢ セ ン タ ー ｣ と い う 。) の

使 用 の 許 可 を 受 け て い る 者 に 係 る 使 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ こ の 条 例 の 施 行 前 に 改 正 前 の 三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 条 例 の 規 定 に よ り さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、

こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 条 例 ( 以 下 ｢ 新 条 例 ｣ と い う 。) の 規 定 に よ り さ れ た 処 分 、

手 続 そ の 他 の 行 為 と み な す 。

４ こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ こ の 条 例 の 施 行 の 後 新 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 最 初 に 指 定 を 受 け た も の が セ ン タ ー の 管 理 を 行 う 期 間

は 、 新 条 例 第 五 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 指 定 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 三 年 以 内 に お い て 規 則 で 定 め る 期 間

と す る 。

( 準 備 行 為 )

６ 新 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 及 び そ れ に 関 し 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い

て も 、 新 条 例 の 規 定 の 例 に よ り 行 う こ と が で き る 。

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	

��

��������	


公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 年 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 一 項 第 五 号 中 ｢ 第 二 十 条 の 五 第 一 項 ｣ を ｢ 第 二 十 六 条 第 一 項 ｣ に 改 め る 。

｢ 一 志 郡 嬉 野 町 立 宇 気 郷 小 学 校 ｢ 飯 南 郡 飯 高 町 立 波 瀬 小 学 校

別 表 第 二 中 を ｢ 飯 南 郡 飯 高 町 立 森 小 学 校 ｣ に 、

飯 南 郡 飯 高 町 立 森 小 学 校 ｣ 名 賀 郡 青 山 町 立 矢 生 小 学 校 ｣

を ｢ 飯 南 郡 飯 高 町 立 波 瀬 小 学 校 ｣ に 、 ｢ 度 会 郡 南 島 町 立 南 部 小 学 校 ｣ を ｢ 度 会 郡 南 島 町 立 南 島 東 小 学 校 ｣ に 改 め

る 。

｢ 一 志 郡 嬉 野 町 立 中 郷 小 学 校 ｢ 度 会 郡 南 島 町 立 吉 津 小

別 表 第 三 中 を ｢ 一 志 郡 美 杉 村 立 美 杉 東 小 学 校 ｣ に 、

一 志 郡 美 杉 村 立 美 杉 東 小 学 校 ｣ 度 会 郡 南 島 町 立 南 島 小

学 校 ｢ 名 張 市 立 長 瀬 小 学 校

を ｢ 度 会 郡 南 島 町 立 吉 津 小 学 校 ｣ に 、 を ｢ 名 張 市 立 長 瀬 小 学 校 ｣ に 、 ｢ 熊 野 市 立

学 校 ｣ 尾 鷲 市 立 古 江 小 学 校 ｣
｢ 熊 野 市 立 遊 木 小 学 校 ｢ 三 重 県 立 南 島 高 等 学 校

遊 木 小 学 校 ｣ を に 、 ｢ 三 重 県 立 南 島 高 等 学 校 ｣ を

熊 野 市 立 新 鹿 小 学 校 波 田 須 分 校 ｣ 三 重 県 立 南 伊 勢 高 等 学 校 南

に 改 め る 。

島 分 校 ｣
｢ 尾 鷲 市 立 三 木 里 小 学 校

別 表 第 四 中 を ｢ 尾 鷲 市 立 三 木 里 小 学 校 ｣ に 改 め る 。

熊 野 市 立 波 田 須 小 学 校 ｣

第 二 号 様 式 中 ｢第２号様式｣ を ｢第２号様式 (第１２条関係)｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )
の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

し ま す 。
平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	

���

��������	


公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 四 十 五 年 第 二 十 一 号 )

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 六 条 第 一 号 中 ｢ 及 び こ れ に 準 ず る 者 ｣ を 削 り 、 同 条 中 第 四 号 を 第 九 号 と し 、 第 三 号 を 第 八 号 と し 、 同 条 第

二 号 中 ｢ 及 び こ れ に 準 ず る 者 ｣ を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 三 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 四 号 を 加 え る 。

四 特 定 独 立 行 政 法 人 ( 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ) 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 独 立 行

政 法 人 を い う 。 第 六 号 に お い て 同 じ 。) の 職 員

五 日 本 郵 政 公 社 の 職 員

六 特 定 独 立 行 政 法 人 以 外 の 独 立 行 政 法 人 ( 独 立 行 政 法 人 通 則 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 を い う 。)

の 職 員 の う ち 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 者

七 国 立 大 学 法 人 ( 国 立 大 学 法 人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を い

う 。) の 職 員

第 十 六 条 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ) 第 五 十 五 条 に 規 定 す る 一 般 地

方 独 立 行 政 法 人 を い う 。) の 職 員

別 表 第 四 中 ｢別表第４｣ を ｢別表第４ (第６条関係)｣ に 改 め る 。

別 表 第 六 中 ｢別表第６｣ を ｢別表第６ (第１１条関係)｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	

����

��������	


公 立 学 校 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 五 年 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

す る 。
第 三 条 第 一 項 中 ｢ 至 つ た 場 合 ｣ の 下 に ｢( 三 重 県 教 育 委 員 会 ( 以 下 ｢ 県 委 員 会 ｣ と い う 。) が 三 重 県 人 事 委 員 会

( 以 下 ｢ 人 事 委 員 会 ｣ と い う 。) と 協 議 し て 認 め る 場 合 を 除 く 。)｣ を 加 え 、 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 県 委 員 会 ｣

に 、 ｢ 県 委 員 会 ｣ を ｢ 県 委 員 会 等 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 項 を 削 る 。

第 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 ｢ 県 委 員 会 ｣ を ｢ 県 委 員 会 等 ｣ に 、 ｢ 月 額 ｣ を ｢ 額 ｣ に 改 め る 。

第 五 条 中 ｢ 県 委 員 会 ｣ を ｢ 県 委 員 会 等 ｣ に 改 め る 。

第 六 条 の 前 の 見 出 し 中 ｢ 運 賃 等 相 当 額 ｣ を ｢ 交 通 機 関 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 額 ｣ に 改 め 、 同 条 中 ｢ 条 例 第 十 六 条

第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 運 賃 等 相 当 額 の 算 出 ｣ を ｢ 交 通 機 関 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 額 ｣ に 、 ｢ 、 か つ 、 合 理 的 ｣ を

｢ か つ 合 理 的 ｣ に 、 ｢ よ る 運 賃 等 の 額 に よ る ｣ を ｢ よ り 算 出 す る ｣ に 改 め る 。

第 七 条 中 ｢ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ｣ の 下 に ｢ 。 以 下 ｢ 勤 務 時 間 条 例 ｣ と い う 。｣ を 加 え る 。

第 八 条 を 次 の よ う に 改 め る 。



教育公報 号 外
平成16年３月23日発行

13

第 八 条 運 賃 等 相 当 額 は 、 次 項 に 該 当 す る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 額 ( そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ) と す る 。

一 定 期 券 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等 通 用 期 間 が 支 給 単 位 期 間

で あ る 定 期 券 の 価 額 ( 特 急 等 に あ つ て は 、 通 用 期 間 が 支 給 単 位 期 間 で あ る 特 急 等 に 係 る 定 期 券 の 価 額 の 二 分

の 一 に 相 当 す る 額 )

二 回 数 乗 車 券 等 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等 当 該 回 数 乗 車 券 等

の 通 勤 二 十 一 回 分 ( 交 替 制 勤 務 に 従 事 す る 職 員 等 に あ つ て は 、 平 均 一 箇 月 当 た り の 通 勤 所 要 回 数 分 。 以 下 こ

の 号 に お い て 同 じ 。) の 運 賃 等 の 額 ( 特 急 等 に あ つ て は 、 特 急 等 に 係 る 回 数 乗 車 券 等 の 通 勤 二 十 一 回 分 の 運

賃 等 の 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 )

２ 前 条 た だ し 書 に 該 当 す る 場 合 の 運 賃 等 相 当 額 は 、 往 路 及 び 帰 路 に お い て 利 用 す る そ れ ぞ れ の 交 通 機 関 等 に つ

い て 、 前 項 各 号 に 定 め る 額 と の 均 衡 を 考 慮 し 、 そ れ ら の 算 出 方 法 に 準 じ て 算 出 し た 額 ( そ の 額 に 一 円 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ) と す る 。

第 八 条 の 三 中 ｢ 月 額 ｣ を ｢ 額 ｣ に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 ｢ 使 用 し て い る ｣ を ｢ 利 用 し て い る ｣ に 、 ｢ 運 賃 等 相 当

額 及 び 条 例 第 十 六 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 額 の 合 計 額 ( そ の 額 が 四 万 五 千 円 ｣ を ｢ 同 条 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号

に 定 め る 額 ( 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び 同 項 第 二 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 が 六 万 五 千 円 ｣ に 、 ｢ そ の 額 と 四

万 五 千 円 と の 差 額 の 二 分 の 一 ( そ の 差 額 の 二 分 の 一 が 一 万 円 を 超 え る と き は 、 一 万 円 ) を 四 万 五 千 円 に 加 算 し た ｣

を ｢ そ の 者 の 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 に つ き 、 六 万 五 千 円 に 当 該 支 給 単 位 期 間

の 月 数 を 乗 じ て 得 た ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 ｢ 運 賃 等 相 当 額 ｣ を ｢ 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 ( 二 以 上 の 交 通

機 関 等 を 利 用 す る も の と し て 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 合 計 額 。 以 下 ｢ 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等

相 当 額 等 ｣ と い う 。)｣ に 、 ｢ 掲 げ る 額 ｣ を ｢ 定 め る 額 ｣ に 、 ｢ 条 例 第 十 六 条 第 二 項 第 一 号 ｣ を ｢ 同 項 第 一 号 ｣ に 改

め 、 同 条 第 三 号 中 ｢ 運 賃 等 相 当 額 ｣ を ｢ 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 ｣ に 、 ｢ 掲 げ る 額 ｣ を ｢ 定 め る 額 ｣ に 、

｢ 条 例 第 十 六 条 第 二 項 第 二 号 ｣ を ｢ 同 項 第 二 号 ｣ に 改 め る 。

第 十 条 中 ｢ 三 重 県 人 事 委 員 会 ( 以 下 ｢ 人 事 委 員 会 ｣ と い う 。)｣ を ｢ 人 事 委 員 会 ｣ に 改 め る 。

第 十 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 三 条 削 除

第 十 六 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 支 給 日 等 )

第 十 六 条 の 二 通 勤 手 当 は 、 支 給 単 位 期 間 ( 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 に 係 る も の を 除 く 。) 又 は 当 該 各 号 に

定 め る 期 間 ( 以 下 こ の 条 及 び 第 十 八 条 に お い て ｢ 支 給 単 位 期 間 等 ｣ と い う 。) に 係 る 最 初 の 月 の 公 立 学 校 職 員

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 年 第 四 号 ) 第 二 条 に 規 定 す る 給 料 の 支

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

給 日 ( 以 下 こ の 条 に お い て ｢ 支 給 日 ｣ と い う 。) に 支 給 す る 。 た だ し 、 支 給 日 ま で に 第 三 条 の 規 定 に よ る 届 出

に 係 る 事 実 が 確 認 で き な い 等 の た め 、 支 給 日 に 支 給 す る こ と が で き な い と き は 、 支 給 日 後 に 支 給 す る こ と が で

き る 。

２ 支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 支 給 日 前 に お い て 離 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職 員 に は 、 当 該 通 勤 手 当 を そ の 際

支 給 す る 。

３ 職 員 が そ の 所 属 す る 給 料 の 支 給 義 務 者 を 異 に し て 異 動 し た 場 合 で あ つ て 、 そ の 異 動 し た 日 が 支 給 単 位 期 間 等

に 係 る 最 初 の 月 で あ る と き に お け る 当 該 支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 通 勤 手 当 は 、 そ の 月 の 初 日 に 職 員 が 所 属 す る 給

料 の 支 給 義 務 者 に お い て 支 給 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 職 員 の 異 動 が 当 該 通 勤 手 当 の 支 給 日 前 で あ る と き は 、

そ の 際 支 給 す る も の と す る 。

４ 条 例 第 十 六 条 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 通 勤 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 と し 、 同 項 の 規 則 で 定 め る 期 間

は 、 当 該 通 勤 手 当 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 と す る 。

一 職 員 が 二 以 上 の 交 通 機 関 等 を 利 用 す る も の と し て 条 例 第 十 六 条 第 二 項 第 一 号 に 定 め る 額 の 通 勤 手 当 を 支 給

さ れ る 場 合 ( 次 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。) に お い て 、 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 が 六 万 五 千 円 を 超 え

る と き に お け る 当 該 通 勤 手 当 そ の 者 の 当 該 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間

二 職 員 が 条 例 第 十 六 条 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 定 め る 額 の 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合 に お い て 、 一 箇 月 当

た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び 同 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 が 六 万 五 千 円 を 超 え る と き に お け る 当 該 通 勤 手 当 そ の 者

の 当 該 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間

第 十 七 条 第 一 項 中 ｢ さ れ た と き は ｣ の 下 に ｢ 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 場 合 を 除 き ｣ を 加 え 、

同 条 第 二 項 中 ｢ 月 額 ｣ を ｢ 額 ｣ に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 、 見 出 し 及 び 三 条 を 加 え る 。

( 返 納 の 事 由 及 び 額 等 )

第 十 七 条 の 二 条 例 第 十 六 条 第 六 項 の 規 則 で 定 め る 事 由 は 、 通 勤 手 当 ( 一 箇 月 の 支 給 単 位 期 間 に 係 る も の を 除 く 。)
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を 支 給 さ れ る 職 員 に つ い て 生 じ た 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 と す る 。

一 離 職 し 、 若 し く は 死 亡 し た 場 合 又 は 資 格 職 員 で あ る 要 件 を 欠 く に 至 つ た 場 合 ( 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協

議 し て 認 め る 場 合 を 除 く 。)

二 通 勤 経 路 若 し く は 通 勤 方 法 を 変 更 し 、 又 は 通 勤 の た め 負 担 す る 運 賃 等 の 額 に 変 更 が あ つ た こ と に よ り 、 通

勤 手 当 の 額 が 改 定 さ れ る 場 合 ( 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 認 め る 場 合 を 除 く 。)

三 月 の 中 途 に お い て 、 地 方 公 務 員 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 ｢ 法 ｣ と い う 。) 第 二 十 八 条

第 二 項 の 規 定 に よ り 休 職 に さ れ 、 法 第 五 十 五 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 許 可 を 受 け 、 教 育 公 務 員 特 例

法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 。 第 十 七 条 の 四 第 二 項 に お い て ｢ 特 例 法 ｣ と い う 。) 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定

す る 休 業 を し 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 六 十 三 年 三 重 県

条 例 第 一 号 。 第 十 七 条 の 四 第 二 項 に お い て ｢ 派 遣 条 例 ｣ と い う 。) 第 二 条 第 一 項 の 規 定 若 し く は 公 益 法 人 等

へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 六 十 六 号 。 第 十 七 条 の 四 第 二 項 に お い て ｢ 公 益 法

人 等 派 遣 条 例 ｣ と い う 。) 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 ( 平

成 三 年 法 律 第 百 十 号 。 第 十 七 条 の 四 第 二 項 に お い て ｢ 育 児 休 業 法 ｣ と い う 。) 第 二 条 の 規 定 に よ り 育 児 休 業

を し 、 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ 、 又 は 勤 務 時 間 条 例 第 十 七 条 第 一 号 の 規 定 に よ り 福 利 厚 生 等 休

暇 を 与 え ら れ た 場 合 で あ つ て 、 こ れ ら の 期 間 が 二 以 上 の 月 に わ た る こ と と な る と き 。

四 出 張 、 研 修 、 休 暇 、 欠 勤 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 期 間 の 全 日 数 に わ た つ て 通 勤 し な

い こ と と な る 場 合

２ 交 通 機 関 等 に 係 る 通 勤 手 当 に 係 る 条 例 第 十 六 条 第 六 項 の 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に

応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 ( 第 八 条 の 三 第 一 号 に 掲 げ る 職 員 に あ つ て は 、 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当

額 及 び 条 例 第 十 六 条 第 二 項 第 二 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。) が 六 万 五 千 円 以 下 で あ

つ た 場 合 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 に あ つ て は 当 該 事 由 に 係 る 交 通 機 関 等 ( 同 号 の 改 定 後 に 一

箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 が 六 万 五 千 円 を 超 え る こ と と な る と き は 、 そ の 者 の 利 用 す る す べ て の 交 通 機 関

等 ) 、 同 項 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 に あ つ て は そ の 者 の 利 用 す る す べ て の 交 通

機 関 等 に つ き 、 使 用 さ れ る べ き 通 用 期 間 の 定 期 券 の 運 賃 等 の 払 戻 し を 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定

め る 月 ( 以 下 こ の 条 に お い て ｢ 事 由 発 生 月 ｣ と い う 。) の 末 日 に し た も の と し て 得 ら れ る 額 ( 当 該 事 由 に 係

る 交 通 機 関 等 が 特 急 等 の 場 合 に あ つ て は 、 当 該 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 。 次 号 に お い て ｢ 払 戻 金 相 当 額 ｣

と い う 。)

二 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 が 六 万 五 千 円 を 超 え て い た 場 合 次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

次 に 定 め る 額

イ ロ に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合 六 万 五 千 円 に 事 由 発 生 月 の 翌 月 か ら 支 給 単 位 期 間 に 係 る 最 後 の 月 ま で の 月

数 を 乗 じ て 得 た 額 又 は 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 係 る 交 通 機 関 等 に つ い て の 払 戻 金 相 当 額 の い ず れ か 低 い 額
( 事 由 発 生 月 が 支 給 単 位 期 間 に 係 る 最 後 の 月 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 零 )

ロ 第 十 六 条 の 二 第 四 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 場 合 六 万 五 千 円 に 事 由 発 生

月 の 翌 月 か ら 同 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 に 定 め る 期 間 に 係 る 最 後 の 月 ま で の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 又 は そ の

者 の 利 用 す る す べ て の 交 通 機 関 等 に つ い て の 払 戻 金 相 当 額 及 び 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 額

の 合 計 額 の い ず れ か 低 い 額 ( 事 由 発 生 月 が 当 該 期 間 に 係 る 最 後 の 月 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 零 )

３ 条 例 第 十 六 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 職 員 に 前 項 に 定 め る 額 を 返 納 さ せ る 場 合 に お い て 、 返 納 に 係 る 通 勤 手 当 の

給 料 の 支 給 義 務 者 と 事 由 発 生 月 の 翌 月 以 降 に 支 給 さ れ る 給 与 の 給 料 の 支 給 義 務 者 が 同 一 で あ る と き は 、 当 該 給

与 か ら 当 該 額 を 差 し 引 く こ と が で き る 。

( 支 給 単 位 期 間 )

第 十 七 条 の 三 条 例 第 十 六 条 第 七 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 場

合 を 除 き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 と す る 。

一 定 期 券 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等 当 該 交 通 機 関 等 に お い て

発 行 さ れ て い る 定 期 券 の 通 用 期 間 の う ち そ れ ぞ れ 六 箇 月 を 超 え な い 範 囲 内 で 最 も 長 い も の に 相 当 す る 期 間 。

た だ し 、 特 急 等 に 係 る 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 場 合 で あ つ て 、 特 急 等 以 外 の 交 通 機 関 等 に 係 る 定 期 券 及 び

特 急 等 に 係 る 定 期 券 が 一 体 と し て 発 行 さ れ て い る と き に あ つ て は 、 当 該 特 急 等 に 係 る 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単

位 期 間 に 相 当 す る 期 間

二 回 数 乗 車 券 等 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等 一 箇 月

２ 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 に つ い て 、 同 号 に 定 め る 期 間 に 係 る 最 後 の 月 の 前 月 以 前 に 、 法 第 二 十 八 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ る 退 職 そ の 他 の 離 職 を す る こ と 、 長 期 間 の 研 修 等 の た め に 旅 行 を す る こ と 、 勤 務 態 様 の 変

更 に よ り 通 勤 の た め 負 担 す る 運 賃 等 の 額 に 変 更 が あ る こ と そ の 他 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 事 由
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が 生 ず る こ と が 同 号 に 定 め る 期 間 に 係 る 最 初 の 月 の 初 日 に お い て 明 ら か で あ る 場 合 に は 、 当 該 事 由 が 生 ず る こ

と と な る 日 の 属 す る 月 ( そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ) ま で の 期 間 に つ

い て 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 支 給 単 位 期 間 を 定 め る こ と が で き る 。

第 十 七 条 の 四 支 給 単 位 期 間 は 、 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 通 勤 手 当 の 支 給 が 開 始 さ れ る 月 又 は 同 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 通 勤 手 当 の 額 が 改 定 さ れ る 月 か ら 開 始 す る 。

２ 月 の 中 途 に お い て 法 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 休 職 に さ れ 、 法 第 五 十 五 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す

る 許 可 を 受 け 、 特 例 法 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 休 業 を し 、 派 遣 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 若 し く は 公 益 法 人

等 派 遣 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ 、 育 児 休 業 法 第 二 条 の 規 定 に よ り 育 児 休 業 を し 、 法 第 二 十 九 条

の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ 、 又 は 勤 務 時 間 条 例 第 十 七 条 第 一 号 の 規 定 に よ り 福 利 厚 生 等 休 暇 を 与 え ら れ た 場 合 で

あ つ て 、 こ れ ら の 期 間 が 二 以 上 の 月 に わ た る こ と と な つ た と き ( 次 項 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 し て い る と き を 除

く 。) は 、 支 給 単 位 期 間 は 、 そ の 後 復 職 し 、 又 は 職 務 に 復 帰 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 ( そ の 日 が 月 の 初 日 で あ

る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ) か ら 開 始 す る 。

３ 出 張 、 研 修 、 休 暇 、 欠 勤 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 期 間 の 全 日 数 に わ た つ て 通 勤 し な い

こ と と な つ た 場 合 ( 前 項 に 規 定 す る と き か ら 復 職 等 を し な い で 引 き 続 き 当 該 期 間 の 全 日 数 に わ た つ て 通 勤 し な

い こ と と な つ た 場 合 を 除 く 。) に は 、 支 給 単 位 期 間 は 、 そ の 後 再 び 通 勤 す る こ と と な つ た 日 の 属 す る 月 か ら 開

始 す る 。

( 支 給 で き な い 場 合 )

第 十 七 条 の 五 資 格 職 員 が 、 出 張 、 研 修 、 休 暇 、 欠 勤 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 最 初 の 月 の 初

日 か ら 末 日 ま で の 期 間 の 全 日 数 に わ た つ て 通 勤 し な い こ と と な る と き は 、 当 該 支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 通 勤 手 当

は 支 給 す る こ と が で き な い 。

第 十 八 条 中 ｢ 県 委 員 会 ｣ を ｢ 県 委 員 会 等 ｣ に 、 ｢ 月 額 ｣ を ｢ 額 ｣ に 改 め る 。

第 十 九 条 中 ｢ の 実 施 ｣ を ｢ に 定 め る も の の ほ か 、 通 勤 手 当 ｣ に 改 め る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 )

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

２ 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 年 第 四 号 ) の 一 部 を 次

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

の よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 条 削 除

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	

���

��������	


公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 年 第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

正 す る 。

第 五 条 第 一 項 第 三 号 及 び 第 四 号 中 ｢ 第 二 十 一 条 第 一 項 ｣ を ｢ 第 十 七 条 第 一 項 ｣ に 改 め る 。

第 十 条 第 二 項 第 四 号 イ 中 ｢ 三 重 県 立 学 校 の 管 理 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ｣

を ｢ 三 重 県 立 学 校 の 管 理 運 営 に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 三 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 八 号 ｣ に 、 ｢ 第 十 一 条 の 四 第 一

項 ｣ を ｢ 第 七 十 三 条 第 一 項 ｣ に 改 め 、 同 号 ロ 中 ｢ 第 十 一 条 の 四 第 一 項 ｣ を ｢ 第 七 十 三 条 第 一 項 ｣ に 改 め る 。

第 十 八 条 第 一 項 中 ｢ 第 十 七 条 第 二 項 第 十 五 号 ｣ を ｢ 第 十 七 条 第 二 項 第 十 号 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	

���

��������	


公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 第 二 号 ) の 一 部 を 次

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 第 八 号 中 ｢ 第 五 条 の 二 第 一 項 ｣ を ｢ 第 五 条 の 三 第 一 項 ｣ に 改 め 、 同 条 第 九 号 中 ｢ 第 二 十 条 の 五 第 一 項 ｣

を ｢ 第 二 十 六 条 第 一 項 ｣ に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 長 期 自 己 研 修 職 員 ( 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 四 十 八 年 三 重 県 条 例 第 三 号 ) 第 二 条 第 一 号 の 規 定 に よ

り 休 職 に さ れ て い る 職 員 の う ち 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 職 員 を い う 。)

第 二 条 第 二 号 中 ニ を ホ と し 、 ハ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

ニ 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ) 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特

定 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。) の 職 員

第 二 条 第 三 号 中 ｢ 国 家 公 務 員 、 特 定 独 立 行 政 法 人 ( 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ) 第 二 条 第

二 項 に 規 定 す る 特 定 独 立 行 政 法 人 を い う 。) の 職 員 、 日 本 郵 政 公 社 の 職 員 若 し く は 他 の 地 方 公 務 員 ｣ を ｢ 他 の 地

方 公 務 員 、 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 五 十 五 条 に 規 定 す る 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。)

の 職 員 、 国 家 公 務 員 、 日 本 郵 政 公 社 の 職 員 、 独 立 行 政 法 人 ( 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ) 第

二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 を い う 。) の 職 員 若 し く は 国 立 大 学 法 人 ( 国 立 大 学 法 人 法 ( 平 成 十 五 年 法 律

第 百 十 二 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を い う 。) の 職 員 ｣ に 改 め る 。

第 五 条 第 二 項 第 一 号 中 ｢ 若 し く は 第 九 号 ｣ を ｢ 、 第 九 号 若 し く は 第 十 号 ｣ に 改 め る 。

第 六 条 第 一 項 及 び 第 六 条 の 二 第 二 項 中 ｢ ニ ｣ を ｢ ホ ｣ に 改 め る 。

第 七 条 第 一 号 中 ｢ 国 立 及 び 公 立 の 学 校 の 事 務 職 員 の 休 職 の 特 例 に 関 す る 法 律 ｣ を ｢ 公 立 の 学 校 の 事 務 職 員 の 休

職 の 特 例 に 関 す る 法 律 ｣ に 改 め 、 同 条 第 四 号 中 ｢ 第 五 条 の 二 第 二 項 ｣ を ｢ 第 五 条 の 三 第 二 項 ｣ に 改 め 、 同 条 第 五

号 中 ｢ 第 一 条 第 九 号 ｣ の 下 に ｢ 又 は 第 十 号 ｣ を 加 え る 。

第 十 一 条 第 二 項 第 二 号 中 ｢ 第 一 条 第 九 号 ｣ の 下 に ｢ 又 は 第 十 号 ｣ を 加 え 、 同 項 第 五 号 中 ｢ 外 国 の 地 方 公 共 団 体

の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 六 十 三 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ) に 定 め る ｣ を 削 る 。

第 十 三 条 第 一 号 中 ｢ 百 分 の 四 十 以 上 百 分 の 九 十 以 下 ｣ を ｢ 百 分 の 九 十 以 内 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	

����

��������	


公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 年 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

す る 。
第 五 条 第 二 項 第 六 号 中 ｢ 地 方 公 社 等 職 員 ｣ を ｢ 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 ｣ に 改 め る 。

附 則
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こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 最 高 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を 受 け る 公 立 学 校 職 員 の 給 料 の 切 替 え に 関 す る 規 則 を 廃 止 す る 規 則

を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 二 十 三 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	

���

��������	


最 高 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を 受 け る 公 立 学 校 職 員 の 給 料 の 切 替 え に 関 す る 規 則 を 廃 止 す る 規 則
三 重 県 人 事 委 員

最 高 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を 受 け る 公 立 学 校 職 員 の 給 料 の 切 替 え に 関 す る 規 則 ( 昭 和 五 十 九 年
三 重 県 教 育 委 員

会 規 則
第 六 号 ) は 、 廃 止 す る 。

会 規 則
附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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